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規則  
 

 

 甲府市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１１月２１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６６号 

 甲府市財務規則の一部を改正する規則 

 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２７号様式（その３）を第２７号様式（その５）とし、第２７号様式（その  

２）を第２７号様式（その３）とし、同様式の次に次の１様式を加える。 
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第２７号様式（その４）（第４６条関係） 
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 第２７号様式（その１）の次に次の１様式を加える。 

第２７号様式（その２）（第４６条関係） 
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附 則

この規則は、令和８年１月５日から施行する。 
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 甲府市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１１月２１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６７号 

 甲府市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市印鑑条例施行規則（昭和５６年１２月規則第６７号）の一部を次のように

改正する。 

 第７条第１号中「まっ消」を「抹消」に改める。 

 第２号様式及び第３号様式を次のように改める。 
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第２号様式（第６条関係） 
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第３号様式（第６条関係） 
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 第９号様式を次のように改める。 

第９号様式（第６条関係） 
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 第１１号様式を次のように改める。 

第１１号様式（第６条関係） 

  

 

 第１３号様式を次のように改める。 

第１３号様式（第６条関係） 

  

 印 鑑 証 明 書  

 この印影は、印鑑登録原票と相違ないことを証明する。  

印 影  
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附 則 

 この規則は、令和８年１月５日から施行する。ただし、第７条第１号の改正規定

は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－11－



 

 甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１１月２１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６８号 

 甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市市税条例施行規則（昭和２５年８月規則第１５号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１の２０の項中「過誤納金還付充当通知書」を「還付充当通知書」に改  

め、同表２１の項中「過誤納金還付請求書兼領収書」を「削除」に改め、同表３０

の項中「市民税・県民税・森林環境税 税額決定兼納税通知書」を「市民税・県民

税・森林環境税  納税通知書  兼決定通知書」に改め、同表の３４の項中「法人市

民税更正通知書」を「法人市民税更正・決定通知書」に改め、同表の３４の２の項

を削る。 

 第３号様式（その２）を次のように改める。 
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通
知

書
番

号

納
付

者
氏

名

合
計

金
額

円 円

納
付

書
（
原

符
）

甲
府

市

円

税
(料

)額

延
滞

金

甲
府

市
　

領
収

証
書

加
入

者
名

甲
府

市
会

計
管

理
者

口
座

記
号

番
号

甲
府

市
会

計
管

理
者

円 円

納
付

者
氏

名

コ ン ビ ニ 等 収 納 用

指
定

期
限

バ
ー

コ
ー

ド

合
計

金
額

円

領
収

日
付

印
税

(料
)額

円
延

 滞
 金

円

番
号

収
納

機
関

番
号

納
付

番
号

延
滞

金

加
入

者
名

口
座

記
号

番
号

甲
府

市
　

納
付

書
（
納

入
済

通
知

書
）

甲
府

市
会

計
管

理
者

合
計

金
額

納
期

限
通

知
書

番
号

年
度

期
別

確
認

番
号

円
加

入

納
付

区
分

税
(料

)額

者
名

口
座

記
号

公
公

公

 

－13－



 

 第３号様式（その４）を次のように改める。 

第３号様式（その４） 

 

1

納
付

者
氏

名
バ

ー
コ

ー
ド

使
用

期
限

指
定

期
限

備
考

税
(料

)額
延

滞
金

円
円

円

印
コ ン ビ ニ 等 収 納 用

指
定

期
限

領
収

日
付

印
領

収
日

付
印

山
梨

県
甲

府
市

長
合

計
金

額
円

納
期

限

円
領

収
日

付
印

通
知

書
番

号

指
定

期
限

下
記

の
金

額
が

納
期

限
日

に
口

座
振

替
で

き
ま

せ
ん

で
し

た
。

指
定

期
限

ま
で

に
至

急
納

付
し

て
く

だ
さ

い
。

通
知

書
番

号

納
期

限
税

(料
)額

円
延

 滞
 金

納
付

者
氏

名

口
座

振
替

不
能

通
知

書

円

合
計

金
額

円

延
滞

金
円

延
滞

金

合
計

金
額

納
付

者
氏

名

円

確
認

納
付

番
号

番
号

番
号

区
分

加
入

者
名

　
甲

府
市

会
計

管
理

者

円

口
座

記
号

番
号

甲
府

市
会

計
管

理
者

合
計

金
額

円
口

座
記

号

口
座

記
号

番
号

税
(料

)額
円

納
期

限
通

知
書

番
号

年
度

期
別

税
(料

)額

収
納

機
関

納
付

甲
府

市
甲

府
市

　
領

収
証

書

納
付

書
（原

符
）

甲
府

市
　

納
付

書
（納

入
済

通
知

書
）

加
入

者
名

　
甲

府
市

会
計

管
理

者
者

名
番

号
加

入公
公

公

 

－14－



 

 第２０号様式（その１）及び第２０号様式（その２）を次のように改める。 

第２０号様式（その１） 

  

 

－15－



第２０号様式（その２） 

－16－



 

 第２１号様式を次のように改める。 

第２１号様式 削除 

 第２３号様式（その１）を次のように改める。 

第２３号様式（その１） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－17－



 

 第２４号様式を次のように改める。 

第２４号様式 

  

－18－



 

 第３０号様式を次のように改める。 

第３０号様式 

 

 

 

 

 

－19－



 

 第３２号様式を次のように改める。 

第３２号様式                               

 

◎異動があった場合は、速やかに提出してください。

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

４

　

一

月

一

日

か

ら

四

月

三

十

日

ま

で

の

間

に

退

職

し

た

人

に

未

徴

収

税

額

が

あ

る

場

合

に

は

、

一

括

徴

収

す

る

こ

と

が

義

務

づ

け

ら

れ

て

い

ま

す

。

　

新

勤

務

先

で

は

最

下

段

の

事

項

を

記

載

し

、

一

月

一

日

現

在

の

住

所

地

（

課

税

地

）

の

市

町

村

長

に

送

付

し

て

く

だ

さ

い

。

　

ま

た

、

前

勤

務

先

が

個

人

事

業

主

の

場

合

、

「

給

与

支

払

者

」

の

欄

の

「

個

人

番

号

」

は

、

前

勤

務

先

で

は

記

載

せ

ず

、

新

勤

務

先

へ

送

付

願

い

ま

す

。

　

た

だ

し

、

「

給

与

所

得

者

」

の

欄

の

「

個

人

番

号

」

は

、

前

勤

務

先

で

は

記

載

せ

ず

、

新

勤

務

先

で

本

人

か

ら

番

号

の

提

供

を

受

け

記

載

し

て

く

だ

さ

い

。

３

　

転

勤

、

再

就

職

等

に

よ

り

異

動

後

の

勤

務

先

で

引

き

続

き

特

別

徴

収

を

行

う

場

合

に

は

、

前

勤

務

先

で

最

上

段

の

事

項

を

記

載

し

、

新

勤

務

先

に

送

付

願

い

ま

す

。

２

　

「

宛

名

番

号

」

の

欄

に

は

、

特

別

徴

収

税

額

通

知

書

に

記

載

さ

れ

た

宛

名

番

号

を

記

載

し

て

く

だ

さ

い

。

１

　

黒

の

ボ

ー

ル

ペ

ン

又

は

ペ

ン

で

記

載

し

て

く

だ

さ

い

。

法 人 番 号

１月１日
現在の住所

特
別

徴
収

義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務
者

新規

所　在　地

〒

氏名又は名称

フリガナ

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

氏　名 （ア） （イ） （ウ）

受給者番号

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指　定　番　号

甲府市　　　長殿 宛 名 番 号

フリガナ
連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

給与支払報告
特 別 徴 収

( 本 人 納 付 )

１．特別徴収継続の場合
新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

氏名又は名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏 名
令和　　年　　月　　日提出 

電 話
内線（　　 　　）

個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たって

は、

　 左端を空欄とし右詰めで記載

異 動 後 の 未 徴収
異  　動
年 月 日生年月日 年 　 　　月 　 　　日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税 額 の 徴 収 方法

個人番号

異　動　の　事　由

１

．

２

．

３

．

４

年

月

月から

月まで

異動後の

住 所
日円 円 円

電
　

話 内線（　　 　　）
納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

１．必要　２．不要

月から

月まで

担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名

退 職

転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支 払 少額 ・不 定期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

１．

２．

３．

特別徴 収継

続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

第３２号様式

5

　

電

子

で

の

税

額

通

知

書

（

納

税

義

務

者

用

）

の

受

取

を

選

択

し

て

い

る

場

合

は

、

必

ず

受

給

者

番

号

を

記

載

し

て

く

だ

さ

い

。

御

注

意

円

３．普通徴収の場合 ※
市

町
村

記
入

欄

理
　
由

【提出先】　〒400-8585　　山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号　甲府市役所　市民税課

左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）
で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日

２．一括徴収の場合

受給者番号

に係る給与所得者異動届出書

右から
番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から
番号を

記入

右から

番号を

記入

右から
番号を

記入

（

）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－20－



 

 第３４号様式を次のように改める。 

第３４号様式 

  

 

 

 

－21－



 

 第３４号様式の２を削る。 

 第３５号様式（その１）及び第３５号様式（その２）を次のように改める。 

第３５号様式（その１） 

  

印

備考

甲府市長

　　　　　　　　年度　固定資産税・都市計画税（土地・家屋）納税通知書

年 税 額

課
税
標
準
額

合計

随時期２

納 期 限 納 付 額（円）期別

第１期

第２期

合 計 年 税 額

税率

軽減・減免前税額

共用土地税額

軽 減 税 額

減 免 税 額

口座番号

口座名義人

振替方法

区分 固定資産税（円） 都市計画税（円）

土地

家屋

支店名

金融機関名

口座種別

賦課年度

通知書番号

固定資産税・都市計画税を本書のとおり通知します。

第３期

第４期

随時期１

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

－22－



第３５号様式（その２） 

期別区分

課税標準額

税率

軽減・減免前税額

軽減税額

減 免 税 額

固定資産税（円）

印

備考

甲府市長

年度　固定資産税（償却資産）納税通知書

年 税 額 随時期２

納 期 限 納 付 額（円）

口座番号

口座名義人

振替方法

第３期

第４期

随時期１

第１期

第２期

支店名

金融機関名

口座種別

賦課年度

通知書番号

固定資産税を本書のとおり通知します。

－23－



 

 第５０号様式を次のように改める。 

第５０号様式 

  

 

 

 

－24－



 

附 則 

１ この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる 

－25－



 

 甲府市税外収入等の督促及び滞納処分に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  令和７年１１月２１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６９号 

 甲府市税外収入等の督促及び滞納処分に関する規則の一部を改正する規則 

 甲府市税外収入等の督促及び滞納処分に関する規則（昭和４１年３月規則第２１

号）の一部を次のように改正する。 

 第１号様式（その２）を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－26－



 

第１号様式（その２）（第２条関係） 

  

  附 則 

この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

 

 

－27－



 

 甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１１月２１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７０号 

 甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）の一部を次

のように改正する。 

 第１４条の４第２項中「甲府市国民健康保険療養費支給決定通知書」を「甲府市

国民健康保険療養費に係る支給決定通知書」に、「甲府市国民健康保険療養費不支

給決定通知書」を「不支給決定通知書」に改める。 

 第１４条の７第２項中「甲府市国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を「甲

府市国民健康保険高額療養費に係る支給決定通知書」に、「甲府市国民健康保険高

額療養費不支給決定通知書」を「不支給決定通知書」に改める。 

 第１６条の６第１項中「国民健康保険料特別徴収仮徴収額通知書」を「国民健康

保険料仮徴収額決定通知書」に改め、同条第２項中「国民健康保険料特別徴収仮徴

収中止通知書」を「国民健康保険料仮徴収停止決定通知書」に改める。 

 第２１条中「過誤納金還付・充当通知書」を「還付充当通知書」に改める。 

 第１号様式の５中「㊞」を削る。 

 第１号様式の６及び第１号様式の７を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

－28－



 

第１号様式の６（第１４条の４関係） 

  

 

 

－29－



 

第１号様式の７（第１４条の４関係） 

  

 

 

－30－



 

 第１号様式の１１から第１号様式の１２の２までを次のように改める。 

第１号様式の１１（第１４条の７関係） 

  

㊞  

－31－



 

第１号様式の１２（第１４条の７関係） 

  

 

 

－32－



 

第１号様式の１２の２（第１４条の７関係） 

  

 

 

－33－



 第２号様式及び第３号様式を次のように改める。 

第２号様式（第１５条関係） 

－34－



 

第３号様式（第１６条関係） 

  

 

－35－



 

 第４号様式の２から第４号様式の５までを次のように改める。 

第４号様式の２（第１６条の５関係） 

  

様

甲府市長

〈お問い合わせ先〉

※特別徴収は上記の年金から天引きされます。

※年間保険料額の算定において、10円未満の端数金額は切り捨てます。 ※賦課限度額は下記の金額です。

※普通徴収は納付書又は口座振替で納付してください。

※納付済額は、この通知書の作成日時点で把握できたものが記載されています。

納付年月／普通徴収の納期

国民健康保険料　納入通知書

印

合計

特別徴収普通徴収 特別徴収 普通徴収 特別徴収 普通徴収 特別徴収 普通徴収

差引納付額（円）決定（変更）前（円） 決定（変更）後（円） 納付済額（円）

医療分

支援金分

介護分

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円 円 円 円

前回決定額

今回決定額

円

限度超過額
⑨

月割増減額
⑩

減　免　額
⑪

年間保険料額
(Ａ－⑧－⑨＋⑩－⑪)

軽　減　額
⑧

円 円

円 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円

円

円 円

円 円

円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

軽減 所得割軽減額 均等割軽減額 平等割軽減額

決

　

定

変

更

前

決

　

定

変

更

後

国民健康保険料　賦課明細書

区　分 

支援金分

円 ％ 円 円

円円％円

円 ％ 円 円

人 円 円 円

支援金分

円 円

月

月人 円 円 円

円 円

介護分  円 ％ 円 円

支援金分 円 ％ 円 円

人 円 円 円

特定

区　分　
算出合計額

Ａ＝③＋⑥＋⑦

医療分  円円円人

平等割額⑦

所　　得　　割 被　保　険　者　均　等　割 世帯別平等割

均等割額
⑥＝④×⑤

被保険者数
⑤

１人あたり
均等割額④

所得割額
③＝①×②

所得割率
②

賦課標準額
①

被保険者番号

通知書番号

特別徴収対象年金額 円

性別

保険料納付方法等

徴収方法

納付義務者

生年月日

特別徴収義務者名

特別徴収対象年金

支援金分

介護分  

医療分  

決

　

定

変

更

後

前回決定額

今回決定額

人 円

医療分  円 ％ 円 円

介護分  

医療分  

決

　

定

変

更

前

人 円介護分  
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第４号様式の３（第１６条の６関係） 
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第４号様式の４（第１６条の６関係） 
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第４号様式の５（第１６条の７関係） 
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 第９号様式を次のように改める。 

第９号様式（第２１条関係） 

  

審査請求及び取消訴訟 
（１）この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、山梨県国民健康保険審査会に  

審査請求することができます。 
（２）上記（１）の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月  

以内に、甲府市を被告として（訴訟において市を代表する者は甲府市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。
  ただし、次の①から③のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

①審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。  
②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。  
③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

還付の時効 
 国民健康保険料の還付を受ける権利は、２年を経過したとき、時効によって消滅します。（国民健康保険法第１１０条）  
 還付の申請手続きが遅れますと、お返しできない場合がございますので、お手続きはお早めにお願いします。  
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  附 則 

１ この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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 甲府市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  令和７年１１月２１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７１号 

 甲府市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市後期高齢者医療に関する条例施行規則（平成２０年３月規則第５号）の一

部を次のように改正する。 

 第６条中「過誤納金還付・充当通知書」を「還付充当通知書」に改める。 

 第２号様式から第５号様式までを次のように改める。 

第２号様式（第３条関係） 
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第３号様式（第４条関係） 

被保険者
氏　　　名

収

納

用

コ

ン

ビ

ニ

等

領収日付印

甲府市

領収日付印 領収日付印

円 円 円
取扱期限 取扱期限

合計
督　促

延滞金 納付合計額手数料
納付合計額

延　 滞 　金

納　 期 　限
期　 　　別

金　 　　額 納 　期　 限

被保険者
納　　期　　限

取扱

期限

延 　滞　 金 金　 　　額

番　　　号
通知書番号 科　 　　目

通知書番号

期　 　　別

相 当 年 度

被保険者番号

被保険者番号

番号

賦課年度 相当年度 通知書番号

被保険者氏名加入
甲府市会計管理者

口座
金額 円

被保険者氏名

者名

期別 賦 課 年 度

賦 課 年 度 相 当 年 度

加入者名 甲府市会計管理者

甲府市 甲府市　納付書（原符） 甲府市　　領収証書

後期高齢者医療保険料
　 年度 後期高齢者医療保険料　 　納入済通知書 　年度

口座番号 加入者名 甲府市会計管理者 口座番号

公 公
公
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第４号様式（第５条関係） 
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第５号様式（第６条関係） 

  附 則 

この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

審査請求及び取消訴訟  

  この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、山梨県後期高齢者医療審査会に対して 

審査請求をすることができます。また、この処分の取消の訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと提起できません。 

 ただし、審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき、処分の執行等による著しい損害を避けるための緊急の必要があると 

き、その他正当な理由があるときは、裁決を経なくても提起することができます。この訴えは、裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６  

か月以内に、甲府市を被告（訴訟において市を代表する者は、甲府市長となります。）として提起できます。 

  ただし、原則として、裁決の日から１年を経過すると訴えは提起できません。 

還付の時効 

 後期高齢者医療保険料の還付を受ける権利は、この通知後２年を経過したとき、時効によって消滅します。（高齢者医療確保法第 160条） 

 還付の申請手続きが遅れますと、お返しできない場合がありますので、手続きはお早めにお願いします。 
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 甲府市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１１月２１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７２号 

 甲府市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市介護保険条例施行規則（平成１２年３月規則第２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１３条第１項中「介護保険福祉用具購入費支給申請書」を「介護保険居宅介護

（介護予防）福祉用具購入費支給申請書」に改め、同条第２項中「介護保険給付費

支給（不支給）決定通知書」を「介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支

給（不支給）決定通知書」に改め、「。以下「支給（不支給）決定通知書」とい

う。」を削る。 

 第１４条第１項中「介護保険住宅改修費支給申請書」を「介護保険居宅介護（介

護予防）住宅改修支給申請書」に改め、同条第２項中「支給（不支給）決定通知 

書」を「介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修支給（不支給）決定通知書（第３

号様式の２）」に改める。 

 第１６条第２項中「関する決定通知」を「関する認定申請」に改める。 

 第１７条第２項中「支給（不支給）決定通知書」を「介護保険給付費支給（不支

給）決定通知書（第８号様式の２。以下「支給（不支給）決定通知書」とい 

う。）」に改める。 

 第１８条第３項中「介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書」を「介護保険

利用者負担額減額・免除認定決定通知書」に改め、「介護保険利用者負担額減額・

免除決定通知書（特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知）」

を「介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書（特別養護老人ホームの要介

護旧措置入所者に関する認定申請）」に改める。 

 第２３条第１項中「介護保険高額介護サービス費等支給申請書」を「介護保険高
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額介護（予防）サービス費等支給申請書」に改め、同条第２項中「高額介護（予 

防）サービス費支給（不支給）決定通知書」を「介護保険高額介護（予防）サービ

ス費支給（不支給）決定通知書」に改め、同条第３項から第７項までを削る。

第２３条の２を削る。

第２３条の３第２項中「甲府市介護保険（保険給付）自己負担額証明書」を「介

護保険（保険給付）自己負担額証明書」に改め、同条第３項中「高額医療合算介護

サービス費等支給（不支給）決定通知書」を「高額医療合算介護（予防）サービス

費支給（不支給）決定通知書」に改め、同条を第２３条の２とする。 

 第２４条の２第１項中「介護保険料納入通知書」を「納入通知書（介護保険料額

決定通知書）」に改め、同条第２項中「介護保険料更正通知書」を「納入通知書

（介護保険料額変更通知書）」に改め、同条第３項中「介護保険料特別徴収仮徴収

額通知書」を「介護保険料特別徴収開始通知書（仮徴収）」に改める。 

第３３条中「過誤納金還付・充当通知書」を「還付充当通知書」に改める。 

 第１号様式中「介護保険福祉用具購入費支給申請書」を「介護保険居宅介護（介

護予防）福祉用具購入費支給申請書」に、 

「              「 

を に改める。 

」  

第２号様式を次のように改める。 

被保険者氏名     ㊞ 被保険者氏名 

」
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第２号様式（第１３条関係） 
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 第３号様式中「介護保険住宅改修費支給申請書」を「介護保険居宅介護（介護予

防）住宅改修支給申請書」に、 

「              「 

 を  に改める。 

」 

 第３号様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名     ㊞ 被保険者氏名  

」  
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第３号様式の２（第１４条関係） 
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 第４号様式中 

「               「 

 を  に、 

」 

「               「 

 を  に改める。 

」   

 第４号様式の２中「㊞」を削る。 

 第５号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名  被保険者氏名    ㊞ 

   年  月  日生      年  月  日  

」  

」  
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第５号様式（第１５条関係） 
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 第６号様式中 

「               「 

 を  に、 

」 

「               「 

 を  に改める。 

」   

 第７号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名  被保険者氏名    ㊞ 

   年  月  日生      年  月  日  

」  

」  
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第７号様式（第１６条関係） 
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 第８号様式中 

「               「 

 を  に改め、同様式 

」 

の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名     ㊞  被保険者氏名  

」  
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第８号様式の２（第１７条関係） 
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 第１０号様式から第１３号様式までを次のように改める。 

第１０号様式（第１８条関係） 
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第１１号様式（第１８条関係） 
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第１２号様式（第１８条関係） 

 

 

第１３号様式（第１８条関係） 
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 第１４号様式中 

「               「 

 を  に改める。 

」 

 第１５号様式及び第１６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名    ㊞ 被保険者氏名  

」  
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第１５号様式（第２３条関係） 
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第１６号様式（第２３条関係） 
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 第１７号様式から第２２号様式までを次のように改める。 

第１７号様式から第２２号様式まで 削除 

 第２３号様式中「第２３条の３」を「第２３条の２」に、 

「               「 

 を  に、 

」    

 

「                「 

 郵 便 番 号     住 所        郵 便 番 号     住 所  

 申 請 代 表 者           を 申 請 代 表 者         に改める。 

 氏 名            ㊞    氏 名             

               」               」 

 第２４号様式中「第２３条の３」を「第２３条の２」に、「甲府市介護保険（保

険給付）自己負担額証明書」を「介護保険（保険給付）自己負担額証明書」に、

「下記」を「次」に、「問い合わせ先」を「お問い合わせ先」に改める。 

 第２５号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    年  月  日     年  月  日生  

」  
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第２５号様式（第２３条の２関係） 
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 第２６号様式中 

 「               「 

     年  月  日生  を     年  月  日  に改める。 

              」              」 

 第２７号様式から第３０号様式までを次のように改める。 
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第２７号様式（第２４条の２関係） 
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第２８号様式（第２４条の２関係） 
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第２９号様式（第２４条の２関係） 
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第３０号様式（第２４条の３関係） 
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 第３４号様式から第３６号様式までを次のように改める。 

第３４号様式（第３２条関係） 
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第３５号様式（第３２条関係） 
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第３６号様式（第３３条関係） 
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附 則 

１ この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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 甲府市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１１月２１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７３号 

 甲府市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 甲府市身体障害者福祉法施行細則（平成６年３月規則第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１号様式（その１）を次のように改める。 
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第１号様式（その１）（第２条関係） 

  

   

  附 則 

この規則は、令和８年１月５日から施行する。 
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 障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

  令和７年１１月２１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７４号 

 障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則の一部を

改正する規則 

 障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則（昭和６１年

３月規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条各号を次のように改める。 

 ⑴ 障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格の認定をした旨の通知書 次

に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める様式 

  ア 省令第３条第１項の規定による場合 第６号様式 

  イ 省令第１６条において準用する省令第３条第１項の規定による場合 第６

号様式の２ 

 ⑵ 特別障害者手当等を支給しない旨の通知書 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める様式 

  ア 省令第３条第２項の規定による場合 第７号様式 

  イ 省令第１６条において準用する省令第３条第２項の規定による場合 第７

号様式の２  

  ウ 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第 

   ９７条（以下本則において「昭和６０年法律第３４号」という。）の規定に

よる場合 第７号様式の３ 

 ⑶ 特別障害者手当等の停止を解除した旨の通知書 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める様式 

  ア 省令第６条の規定による場合 第７号様式の４ 
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  イ 省令第１６条において準用する省令第６条の規定による場合 第７号様式

の５ 

  ウ 昭和６０年法律第３４号の規定による場合 第７号様式の６ 

 ⑷ 障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格がないと認めた旨の通知書 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める様式 

  ア 省令第４条の規定による場合 第８号様式 

  イ 省令第１６条において準用する省令第４条の規定による場合 第８号様式

の２ 

 ⑸ 特別障害者手当等の受給資格が消滅した旨の通知書 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める様式 

  ア 省令第１１条の規定による場合 第９号様式 

  イ 省令第１６条において準用する省令第１１条の規定による場合 第９号様

式の２ 

  ウ 昭和６０年法律第３４号の規定による場合 第９号様式の３ 

 ⑹ 法第２２条第１項（法第２６条の５において準用する場合及び昭和６０年法

律第３４号の規定による場合を含む。）の規定に該当しない旨の通知書 

  ア 法第２２条第１項の規定による場合 第１０号様式 

  イ 法第２６条の５において準用する法第２２条第１項の規定による場合 第

１０号様式の２ 

  ウ 昭和６０年法律第３４号の規定による場合 第１０号様式の３ 

 ⑺ 特別障害者手当等の支給を開始する旨の通知書 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める様式 

  ア 障害児福祉手当の場合 第１０号様式の４ 

  イ 特別障害者手当の場合 第１０号様式の５ 

  ウ 昭和６０年法律第３４号の規定による福祉手当の場合 第１０号様式の６ 

 第５条第１号中「住所を変更したとき」の次に「並びに特別障害者手当等の支払

を受ける口座を変更するとき」を加える。 

 第２号様式から第２号様式の３までを次のように改める。 
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第２号様式（第３条関係） 

－78－



第２号様式の２（第３条関係） 
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第２号様式の３（第３条関係） 
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 第６号様式を次のように改める。 

第６号様式（第４条関係） 

  

－81－



 

 第６号様式の次に次の１様式を加える。 

第６号様式の２（第４条関係） 

  

－82－



 

 第７号様式を次のように改める。 

第７号様式（第４条関係） 

  

－83－



 

 第７号様式の次に次の５様式を加える。 

第７号様式の２（第４条関係） 

  

－84－



 

第７号様式の３（第４条関係） 

  

 

－85－



 

第７号様式の４（第４条関係） 

  

 

－86－



 

第７号様式の５（第４条関係） 

  

 

－87－



 

第７号様式の６（第４条関係） 

  

 

－88－



 

 第８号様式を次のように改める。 

第８号様式（第４条関係） 

  

 この処分に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して 3 か月以内に、 

書面で、山梨県知事に対して審査請求をすることができます。  

 ただし、この通知書を受けた日の翌日から起算して 3 か月以内であっても、この処分の  

日の翌日から起算して１年経過したときは、審査請求をすることができません。  

 この処分の取消しを求める訴え（取消訴訟）は、この通知書を受けた日の翌日から起算  

して 6 か月以内に、甲府市を被告として(訴訟において甲府市を代表する者は甲府市長  

となります。)提起することができます。 

 ただし、この通知書を受けた日の翌日から起算して 6 か月以内であっても、この処分の日の 

翌日から起算して１年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。  

－89－



 

 第８号様式の次に次の１様式を加える。 

第８号様式の２（第４条関係） 

  

 この処分に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して 3 か月以内に、 

書面で、山梨県知事に対して審査請求をすることができます。  

 ただし、この通知書を受けた日の翌日から起算して 3 か月以内であっても、この処分の  

日の翌日から起算して１年経過したときは、審査請求をすることができません。  

 この処分の取消しを求める訴え（取消訴訟）は、この通知書を受けた日の翌日から起算  

して 6 か月以内に、甲府市を被告として(訴訟において甲府市を代表する者は甲府市長  

となります。)提起することができます。 

 ただし、この通知書を受けた日の翌日から起算して 6 か月以内であっても、この処分の日の 

翌日から起算して１年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。  

－90－



 第９号様式を次のように改める。 

第９号様式（第４条関係） 

－91－



 

 第９号様式の次に次の２様式を加える。 

第９号様式の２（第４条関係） 

  

－92－



 

第９号様式の３（第４条関係） 

  

 

－93－



 

 第１０号様式を次のように改める。 

第１０号様式（第４条関係） 

  

  

 

 

－94－



 

 第１０号様式の次に次の５様式を加える。 

第１０号様式の２（第４条関係） 

  

 

 

－95－



 

第１０号様式の３（第４条関係） 

 

  

－96－



 

第１０号様式の４（第４条関係） 

  

 

－97－



 

第１０号様式の５（第４条関係） 

  

 

－98－



 

第１０号様式の６（第４条関係） 

  

 

－99－



 

 第１１号様式及び第１２号様式を次のように改める。 

第１１号様式（第５条関係） 

  

－100－



 

第１２号様式（第５条関係） 
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附 則 

１ この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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 甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の

一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１１月２１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７５号 

 甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細

則の一部を改正する規則 

 甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

（平成１８年９月規則第６９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費等支給申請書兼利用

者負担額減額・免除等申請書」を「（介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別

給付費 地域相談支援給付費）支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」 

に、「世帯状況・収入等申告書」を「世帯状況・収入等申告書（介護給付費等）」

に改める。 

 第３条の見出し中「地域相談支援給付費及び」を削り、同条中「第３４条の３１

第１項及び」を削り、「介護給付費・訓練等給付・地域相談支援給付費等支給申請

書兼利用者負担額減額・免除等申請書」を「計画相談支援給付費・障害児相談支援

給付費支給申請書（第２号様式の２）」に改める。 

 第５条中「支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」を「（介護

給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費）支給（給 

付）決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」に、「却下決定通知書」

を「却下決定通知書（介護給付費等）」に改める。 

 第５条の２中「計画相談支援給付費支給 ( 不支給 ) 通知書」を「計画相談支援給

付費・障害児相談支援給付費支給（却下）通知書」に改める。 

 第９条中「介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費等支給申請書兼利用

者負担額減額・免除等申請書」を「（介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別

－103－



 

給付費 地域相談支援給付費）支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」に

改める。 

 第１１条中「支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書」

を「（介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費）支給変更決定通知書兼

利用者負担額減額・免除等変更決定通知書」に改める。 

 第１３条中「支給決定取消通知書」を「支給（給付）決定取消通知書」に改め 

る。 

 第１３条の２中「計画相談支援給付費支給決定取消通知書」を「計画相談支援給

付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書」に改める。 

 第１４条中「障害福祉サービス等申請内容変更届」を「申請内容変更届出書（介

護給付費等）」に改める。 

 第１５条中「受給者証再交付申請書」を「受給者証再交付申請書（介護給付費 

等）」に改める。 

 第１９条中「高額障害福祉サービス等給付費支給申請書」を「令第４３条の５第

１項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書」に改め、同条に次の１

項を加える。 

２ 障害者総合支援法施行規則第６５条の９の２第３項に規定する申請書は、令第

４３条の５第６項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書（第１６

号様式の２）とする。 

 第２０条中「第７６条の２第１項に規定する」を「第７６条の２第１項第１号に

規定する者に係る」に、「高額障害福祉サービス等給付費支給（不支給）決定通知

書」を「令第４３条の５第１項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給（不

支給）決定通知書」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 障害者総合支援法第７６条の２第１項第２号に規定する者に係る高額障害福祉

サービス等給付費の支給の要否の決定の通知は、令第４３条の５第６項に規定す

る高額障害福祉サービス等給付費支給（不支給）決定通知書（第１７号様式の 

 ２）により行うものとする。 

 第２１条中「自立支援医療費（育成医療・更生医療）支給認定申請書（新規・再

認定・変更）（第１８号様式）」を「自立支援医療費（育成）支給認定申請書（新

規・再認定・変更）（第１８号様式）及び自立支援医療費 ( 更生 ) 支給認定申請書
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( 新規・再認定・変更 ) （第１８号様式の２）」に改める。 

 第２２条中「自立支援医療受給者証（育成医療・更生医療）（第１９号様式）」

を「自立支援医療受給者証（育成医療）（第１９号様式）及び自立支援医療受給者

証（更生医療）（第１９号様式の２）」に改める。 

 第２３条中「自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定却下決定通知書 

（第２０号様式）」を「自立支援医療(育成医療)支給認定却下決定通知書（第 

２０号様式）又は自立支援医療 ( 更生医療 ) 支給認定却下決定通知書（第２０号様

式の２）」に改める。 

 第２４条中「自立支援医療費（育成医療・更生医療）支給認定申請書（新規・再

認定・変更）」を「自立支援医療費（育成）支給認定申請書（新規・再認定・変 

更）及び自立支援医療費 ( 更生 ) 支給認定申請書 ( 新規・再認定・変更 ) 」に改め

る。 

 第２５条中「自立支援医療受給者証等記載事項変更届（育成医療・更生医療）

（第２１号様式）」を「自立支援医療受給者証等記載事項変更届（育成医療）（第

２１号様式）及び自立支援医療受給者証等記載事項変更届（更生医療）（第２１号

様式の２）」に改める。 

 第２６条中「自立支援医療受給者証（育成医療・更生医療）再交付申請書（第 

２２号様式）」を「自立支援医療受給者証再交付申請書（育成医療）（第２２号様

式）及び自立支援医療受給者証再交付申請書（更生医療）（第２２号様式の２）」

に改める。 

 第２７条中「支給認定取消通知書（第２３号様式）」を「自立支援医療（育成医

療）支給認定取消通知書（第２３号様式）又は自立支援医療（更生医療）支給認定

取消通知書（第２３号様式の２）」に改める。 

 第３０条第１項中「補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書兼調査書」を

「補装具費 ( 購入・借受け・修理 ) 支給申請書」に改め、同条第２項中「補装具費

支給却下決定通知書」を「補装具支給却下通知書」に改める。 

 第１号様式及び第２号様式を次のように改める。 
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第１号様式（第２条、第９条関係） 

－106－



 

 

 

   

－107－



 

第２号様式（第２条関係） 

  

  

－108－



 

 第２号様式の次に次の１様式を加える。 

第２号様式の２（第３条関係） 

  

－109－



 

 第３号様式から第９号様式までを次のように改める。 

第３号様式（第４条関係） 
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第４号様式（第５条関係） 

  

 

様 

１０年  月  日に申請のありました（（介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費）の支 
給）（及び）（利用者負担額減額・免除等）について、（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２２  
条（及び）第２９条）（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第３４条）（障害者の日常生活及び社会  
生活を総合的に支援するための法律第５１条の７及び第５１条の１４）の規定に基づき下記のとおり決定し、受給者証を交付し 
ますので通知します。 
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第５号様式（第５条関係） 

  

 

－112－



 

第５号様式の２（第５条の２関係） 

  

 

－113－



 

第６号様式（第６条関係） 

 

 

 

－114－



 

  

－115－



 

  

 

－116－



－117－



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

－118－



 

第６号様式の２（第７条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

－119－



 

第７号様式（第８条関係） 

 

 

－120－



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

－121－



 

第８号様式（第１０条関係） 

  

 

－122－



第９号様式（第１１条関係） 

－123－



 

 第１０号様式中 

「 

  

                          」 

「 

   

                               」 

改める。 

 第１１号様式から第１３号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

を  

に  
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第１１号様式（第１３条関係） 

  

 

 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２５条第１項及び第５１条の１０第１項の規定によ

り、下記のとおり支給（給付）決定を取り消しましたので通知します。  

－125－



 

第１１号様式の２（第１３条の２関係） 

  

 

 

－126－



 

第１２号様式（第１４条関係） 

  

 

 

 

－127－



第１３号様式（第１５条関係） 

－128－



 

 第１５号様式中 

「 

  

                               」 

「 

   

                                」 

改める。 

 第１５号様式の３中 

「 

    

                                」 

を  

に  

を  
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「 

  

                                」 

改める。 

 第１６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に  
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第１６号様式（第１９条関係） 

  

 

－131－



 

 第１６号様式の次に次の１様式を加える。 

第１６号様式の２（第１９条関係） 

  

－132－



 第１７号様式を次のように改める。 

第１７号様式（第２０条関係） 

－133－



 

 第１７号様式の次に次の１様式を加える。 

第１７号様式の２（第２０条関係） 

  

－134－



 

 第１８号様式を次のように改める。 

第１８号様式（第２１条、第２４条関係） 

  

－135－



 第１８号様式の次に次の１様式を加える。 

第１８号様式の２（第２１条、第２４条関係） 

－136－



 第１９号様式を次のように改める。 

第１９号様式（第２２条関係） 

－137－



 第１９号様式の次に次の１様式を加える。 

第１９号様式の２（第２２条関係） 

－138－



 

 第２０号様式を次のように改める。 

第２０号様式（第２３条関係） 

  

－139－



 

 第２０号様式の次に次の１様式を加える。 

第２０号様式の２（第２３条関係） 

  

－140－



 

 第２１号様式を次のように改める。 

第２１号様式（第２５条関係） 

  

 

 

 

フリガナ

個人番号

□受診者と同じ

事　項

受診者に関する事項
（氏名・氏名フリガナ・

住所・電話番号）

保護者に関する事項
（氏名・氏名フリガナ・

住所・電話番号）

　加入医療保険に関する事項
（記号及び番号・保険者名・

受診者と同一の加入者）

身体障害者手帳番号

届出者氏名

※　

　　　　　　　　　甲府市福祉事務所長

（あて先）

自立支援医療受給者証等記載事項変更届（ 育成医療 ）

氏　　　名

フリガナ 続柄

　　　　　年　　月　　日

生年月日

住　　　所

電話番号

自己負担上限額（所得区分及び重度かつ継続該当・非該当）及び指定自立支援医療機関の変更については、支給認定の変更を行うため、
自立支援医療費（育成）支給認定申請書（変更）に記載すること。

受
　
　
診
　
　
者

保護者
（受診者が１８歳未満の

場合記入）

個人番号

　　　　　　　　　　年　　　月　　　日 　

変
　
　
更
　
　
内
　
　
容

受給者証の有効期間

　　 私は、自立支援医療費（育成）支給認定申請書及び自立支援医療受給者証（育成医療）に記載された事項の変更について、上記のとおり届け出ます。

自立支援医療費受給者番号

備　考

氏　名

変　更　前 変　更　後

電話番号

住　所
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 第２１号様式の次に次の１様式を加える。 

第２１号様式の２（第２５条関係） 

  

 

 

 

フリガナ

個人番号

事　項

受診者に関する事項
（氏名・氏名フリガナ・

住所・電話番号）

　加入医療保険に関する事項
（記号及び番号・保険者名・

受診者と同一の加入者）

身体障害者手帳番号

届出者氏名

※　

自立支援医療受給者証等記載事項変更届（ 更生医療 ）

氏　　　名 　　　　　年　　月　　日

生年月日

受
　
　
診
　
　
者

電話番号

住　　　所

受給者証の有効期間

変　更　前 変　更　後

自己負担上限額（所得区分及び重度かつ継続該当・非該当）及び指定自立支援医療機関の変更については、支給認定の変更を行うため、
自立支援医療費（更生）支給認定申請書（変更）に記載すること。

　　　　　　　　　　甲府市福祉事務所長

（あて先）

自立支援医療費受給者番号

備　考

　　　　　　　　　　年　　　月　　　日 　

変
　
　
更
　
　
内
　
　
容

　私は、自立支援医療医療費（更生）支給認定申請書及び自立支援医療受給者証（更生医療）に記載された事項の変更について、上記のとおり届け出ます。
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 第２２号様式を次のように改める。 

第２２号様式（第２６条関係） 

フリガナ

個 人 番 号

フリガナ

□受診者と同じ

保護者個人番号

申請者氏名

※　
※ 再交付を受けた後、紛失した受給者証が見つかったときは、速やかに返還してください。

甲府市福祉事務所長

破損又は汚損の場合は、再交付を受けようとする受給者証を添付してください。

年 月 日

（あて先）

受給者証の有効期間 から まで

上記理由により、自立支援医療受給者証の再交付を申請します。

自立支援医療費受給者番号

該当するものに○を付けてください。

再交付を申請する理由 　１　破損

　２　汚損

　３　紛失

受
診
者
が
１
８
歳
未
満
の
場
合

保護者氏名

自立支援医療受給者証再交付申請書（ 育成医療 ）

氏 名 年　　月　　日

生年月日

受

診

者

住 所

保護者住所

電話番号

受診者との関係

電話番号
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 第２２号様式の次に次の１様式を加える。 

第２２号様式の２（第２６条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリガナ

個 人 番 号

申請者氏名

※　
※　再交付を受けた後、紛失した受給者証が見つかったときは、速やかに返還してください。

              甲府市福祉事務所長

破損又は汚損の場合は、再交付を受けようとする受給者証を添付してください。

　　　　　　　　　　年　　　月　　　日 　

（あて先）

受給者証の有効期間 　　　　　　　　　　                から　　　　　　　　　　　　　まで

　　　上記理由により、自立支援医療受給者証の再交付を申請します。

自立支援医療費受給者番号

該当するものに○を付けてください。

再交付を申請する理由 　１　破損

　２　汚損

　３　紛失

自立支援医療受給者証再交付申請書（ 更生医療 ）

氏　　　名 　　    　年　　月　　日

生年月日

受
　
　
診
　
　
者

住　　　所

電話番号
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 第２３号様式を次のように改める。 

第２３号様式（第２７条関係） 

   

－145－



 

 第２３号様式の次に次の１様式を加える。 

第２３号様式の２（第２７条関係） 

  

－146－



 第２８号様式から第３１号様式までを次のように改める。 

第２８号様式（第３０条関係） 

－147－



 

第２９号様式（第３０条関係） 

  

 

－148－



第３０号様式（第３０条関係） 

－149－



 

第３１号様式（第３０条関係） 

  

 

 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に 甲府市長に対

して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。  

 この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に限り、甲府市長を被告

として（訴訟において甲府市を代表する者は甲府市長となります。）提起することができます（なお、この処分の通知を

受けた日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 また、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴え

は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であれば、提起することができます（な

お、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であっても、その審査請求に対する裁決

の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

－150－



 

  附 則 

１ この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 
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 甲府市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１１月２１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７６号 

 甲府市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 甲府市児童福祉法施行細則（平成１５年３月規則第１７号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条中「障害児通所給付費支給等申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」

を「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」に、「世帯

状況・収入等申告書」を「世帯状況・収入等申告書（障害児通所給付費）」に改め

る。 

 第３条中「却下決定通知書」を「却下決定通知書（障害児通所給付費）」に改め

る。 

 第４条第３項中「通所受給者証再交付申請書」を「受給者証再交付申請書（障害

児通所給付費）」に改める。 

 第５条第１項中「障害児通所給付費支給等申請書兼利用者負担額減額・免除等申

請書」を「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」に改

め、同条第３項中「障害児通所給付費支給等申請内容変更届出書」を「申請内容変

更届出書（障害児通所給付費）」に改める。 

 第１１条第１項中「障害児通所給付費支給等申請書兼利用者負担額減額・免除等

申請書」を「計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書（第１７号様

式の２）」に改め、同条第２項中「障害児相談支援給付費支給（不支給）決定通知

書」を「計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給（却下）通知書」に改め

る。 

 第１２条中「障害児相談支援給付費支給取消通知書」を「計画相談支援給付費・

障害児相談支援給付費支給決定取消通知書」に改める。 

－152－



 

 第１号様式から第８号様式までを次のように改める。 
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第１号様式（第２条、第５条関係） 

－154－



 

  

 

 

－155－



第２号様式（第２条関係） 

－156－



 

第３号様式（第３条関係） 

  

 

－157－



 

第４号様式（第３条関係） 

  

 

－158－



 

第５号様式（第４条関係） 

  

  

－159－



－160－



 

第６号様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－161－



 

第７号様式（第４条関係） 

  

 

－162－



 

第８号様式（第５条関係） 

  

 

－163－



 

 第９号様式中 

「 

  

                               」 

「 

  

                               」 

改める。 

 第１０号様式及び第１１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 

に 
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第１０号様式（第５条関係） 

  

 

－165－



第１１号様式（第６条関係） 

－166－



 

 第１３号様式中 

「 

  」 

「 

  

                               」 

改める。 

 第１５号様式中 

「 

  

                                」 

 

 

 

 

審査請求及び取消訴訟 

 １ この決定に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に山梨県知

事に対し審査請求をすることができます。 

 ２ 処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６か月

以内に甲府市を被告として（訴訟において甲府市を代表する者は甲府市長となります。）、提起するこ

とができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の(1)から(3)

までのいずれかに該当するときを除く。）でなければ提起することができないこととされています。 

  (1) 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

審査請求及び取消訴訟 
 １ この決定に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算し 
  て 3 か月以内に山梨県知事に対し審査請求をすることができます。 
 ２ 処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌 
  日から起算して６か月以内に甲府市を被告として（訴訟において甲府市を代表 
  する者は甲府市長となります。）、提起することができます。なお、処分の取 
  消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の⑴から⑶までのい 
  ずれかに該当するときを除く。）でなければ提起することができないこととさ 
  れています。 
  ⑴ 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 
  ⑵ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊 
   急の必要があるとき。 
  ⑶ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

を 

に 

を 
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「 

  

                               」 

改める。  

 第１６号様式及び第１７号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に 
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第１６号様式（第１０条関係） 

－169－



第１７号様式（第１０条関係） 

－170－



 

 第１７号様式の次に次の１様式を加える。 

第１７号様式の２（第１１条関係） 

  

－171－



 

 第１８号様式及び第１９号様式を次のように改める。 

第１８号様式（第１１条関係） 

  

－172－



 

第１９号様式（第１２条関係） 

  

 

－173－



  附 則 

１ この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要

の調整をして使用することができる。 

－174－



 

 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例

施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１１月２１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７７号 

 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する

条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例

施行規則（平成２７年３月規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加

える。 

３ 保育所に係る利用者負担額の納付は、納付書（第１号様式）又は口座振替によ

り行うものとする。 

 第４条第２項中「第１号様式」を「第２号様式」に改め、同条第３項中「審査の

上、利用者負担額減免可否決定通知書（第２号様式）」を「減免の可否を決定し、

減免をする旨の決定をしたときは利用者負担額減免通知書（第３号様式）により、

減免をしない旨の決定をしたときは利用者負担額減免申請却下通知書（第４号様 

式）」に改める。 

 第２号様式の次に次の２様式を加える。 
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第３号様式（第４条関係） 

 本決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に甲府市長  

に対して審査請求をすることができます。  

また本決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことを知った日から６か月以内  

に、甲府市を被告として（訴訟において甲府市を代表する者は甲府市長となります。）当該訴えを 

提起することができます。ただし、正当な理由がない限り、この決定の日から１年を経過したときは、  

提起することができません。

－176－



 

第４号様式（第４条関係） 

  

 

－177－



 

 第２号様式を削り、第１号様式を第２号様式とし、同様式の前に次の１様式を加

える。 

第１号様式（第３条関係） 

   

甲
府

市
納

付
書
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符

）
　

　
　

 　
 年

度
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号
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区
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甲

府
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期
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甲
府

市
年

　
　

月
　

　
日

甲
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市
長

印

領
収

日
付

印
領

収
日

付
印

納
付

義
務

者
領

収
日

付
印

氏
名

公
公

公
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  附 則 

この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

 

 

 

－179－



告示 

甲府市告示第６３７号

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関廃止届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

令和７年１１月４日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関廃止届書 

２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、廃止年 

月日 

別紙のとおり 
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甲府市告示第６３８号

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和７年１１月１０日までに、引き取る旨の連絡を次

の連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

令和７年１１月５日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 拾得場所：甲府市下曽根町地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：甲斐犬風 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：黒白 

６ その他の特徴：成犬（老犬）、首輪あり（青色）、マイクロチップなし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

 電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第６３９号

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

令和７年１１月７日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号 第２０４９号 

⑵ 物件名 防災用保温・遮断両用ブランケット 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による

⑷ 納入期限 入札説明書による 

⑸ 納入場所 入札説明書による 

⑹ 予定価格 公表しない 

⑺ 最低制限価格 設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。

⑷ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。

⑸ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。

⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

⑺ 市税の滞納がない者であること。

⑻ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和７年１１月７日（金）～ 令和７年１１月２１日（金）

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 
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⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和７年１１月７日（金）～ 令和７年１１月２１日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和７年１２月５日（金） 午後１時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 
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⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第６４０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年１１月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号     第２０５０号 

⑵ 物件名   非常用備蓄食糧（アルファ米） 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑷ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑸ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑺ 市税の滞納がない者であること。 

⑻ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和７年１１月７日（金）～ 令和７年１１月２１日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

－185－



⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和７年１１月７日（金）～ 令和７年１１月２１日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和７年１２月５日（金） 午後１時４５分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 
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⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第６４１号

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

令和７年１１月７日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号 第２０５１号 

⑵ 物件名 非常用備蓄食糧（ライスクッキー） 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による

⑷ 納入期限 入札説明書による 

⑸ 納入場所 入札説明書による 

⑹ 予定価格 公表しない 

⑺ 最低制限価格 設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。

⑷ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。

⑸ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。

⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

⑺ 市税の滞納がない者であること。

⑻ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和７年１１月７日（金）～ 令和７年１１月２１日（金）

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

－188－



⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和７年１１月７日（金）～ 令和７年１１月２１日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和７年１２月５日（金） 午後２時００分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 
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⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。
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甲府市告示第６４２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年１１月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号     第２０５２号 

⑵ 物件名   洗濯袋セット 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑷ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑸ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑺ 市税の滞納がない者であること。 

⑻ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和７年１１月７日（金）～ 令和７年１１月２１日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 
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⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課

甲府市丸の内一丁目１８番１号

電話０５５－２３７－５１９４

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所

ア 期間 令和７年１１月７日（金）～ 令和７年１１月２１日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課

甲府市丸の内一丁目１８番１号

電話０５５－２３７－５１９４

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和７年１２月５日（金） 午後２時１５分

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１

甲府市丸の内一丁目１８番１号

ただし、入札場所等については変更する場合がある。

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要

⑷ 仕様説明会は行わない。
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⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第６４３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年１１月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴  入札番号     第２０６９号 

⑵  物件名   小中学校児童生徒用机・椅子(新ＪＩＳ) 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。 

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴  配付期間 令和７年１１月７日（金）～ 令和７年１１月２１日（金） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和７年１１月７日（金）～ 令和７年１１月２１日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴  日 時 令和７年１２月５日（金） 午後２時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第６４４号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡

令和７年１１月７日

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 開発区域に含まれる地域の名称

甲府市上町字天屋１９４番１

以上１筆

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

都留市十日市場７１８番地４ 

清水 和貴 
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甲府市告示第６４５号  

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加表明書

及び企画提案書の提出を招請する。 

 

令和７年１１月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

県央ネットやまなし合同企業説明会業務委託 

２ 業務概要 

本業務は、求職者及びインターシップ希望者等を対象に、「県央ネットやまなし」

として圏域を形成した自治体連携による合同企業説明会を開催することで、中小企

業をはじめとする多くの圏域企業と求職者等とのマッチングの機会を設けることに

より地元企業の魅力を知ってもらい、地元就職やＵターン就職等の雇用の促進と地

域産業の活性化を図ることを目的とした業務である。 

３ 履行期限 

契約締結日から令和８年１２月２８日(月)までとする。 

４ 参加資格要件 

このプロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものと

する。 

（１） 過去に本業務と類似した合同企業説明会の開催に係る実績を有している

こと。 

（２） 本業務を受託した場合、甲府市（以下「市」）との打合せ等に迅速に対

応できる体制を整えられること。 

（３） 法人住民税の滞納がない者であること。 

（４） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定の

いずれにも該当していない者であること。 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」）または法人で

あってその役員が暴力団員でないこと。 

（６） 告示日以降に国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこ

と。 

（７） 告示の日以前６か月以内に手形または小切手の不渡りを出した者でない

こと。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日

から２年を経過していること。 

（８） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）または民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）に基づき、更生手続き開始または民事再生手続き開始

の申立てがなされている者でないこと。 
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５ 手続等 

（１） 県央ネットやまなし合同企業説明会業務公募型プロポーザル実施要項

（以下「実施要項」）、仕様書、県央ネットやまなし合同企業説明会業務

企画提案書等作成要領・様式集（以下「作成要領」）を甲府市ホームペー

ジにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

（２） 企画提案書等の提出方法、提出期間及び提出先については実施要項を、

企画提案書の作成については作成要領を参照すること。 

６ 連絡先 

甲府市産業部産業総室企業立地雇用推進課 

〒４００－８５８５ 

山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎８階） 

ＴＥＬ０５５－２３７－５７３６（直通） 

メールアドレス ｓａｎｇｒｏｓ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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甲府市告示第６４６号

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和７年１１月１７日までに、引き取る旨の連絡を甲

府市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

令和７年１１月１０日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 収容場所：甲府市桜井町地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：シャム 

６ その他の特徴：成猫、首輪なし、マイクロチップなし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

電話：０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第６４７号

次の市税等にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）が明らか

でなく、調査を行ったがなお不明のため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により公示する。 

なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

令和７年１１月１１日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 書類名       令和７年度市民税・県民税・森林環境税税額決定兼納税

通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市市民部税務管理室市民税課 
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                          甲府市告示第６４８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年１１月１１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （とび）１７６号 

工事名 交通安全施設整備工事（Ｒ７－５） 

工事場所 甲府市寿町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長   Ｌ＝４１．０ｍ 

防護柵工   Ｌ＝４０．８ｍ 

防護柵基礎工 Ｌ＝４０．０ｍ 

付帯工    １式 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１０，６３７，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

とび 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評価値（Ｐ）６００点以上 

３ 同種工事施工実績 

道路防護柵等の設置工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

５００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 
入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 
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は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年１１月１１日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１１月１９日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１１月１１日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１１月１９日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１１月２６日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１１月１１日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１１月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１１月１１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１１月２７日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１２月３日 

午前９時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１２月１日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１２月２日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第６４９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年１１月１１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （電気）１７７号 

工事名 遊亀公園附属動物園ビジターセンター太陽光発電設備設置工事 

工事場所 甲府市太田町１０－１ 

工事概要 

１ 工事内容 

太陽電池モジュール（本体支給品） 

           ３６枚 １８．５６ｋｗ 

パワーコンディショナー（本体支給品） 

４．９５ｋｗ×３台 １４．８５ｋｗ 

蓄電池システム（本体支給品） 

        １５ｋｗｈ×１台 １５ｋｗｈ 

太陽光発電設備設置に伴う電気設備工事  １式 

太陽光発電設備設置に伴う建築工事    １式 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１８，２６０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
非適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 電気 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ 近接工事 

令和７年６月５日告示の電気４３号 

「遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（ 

電気設備）工事」の落札者は、本工 

事の落札者となることはできません。

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年１１月１１日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１１月１９日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１１月１１日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１１月１９日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１１月２６日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１１月１１日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１１月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１１月１１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１１月２７日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１２月３日 

午前９時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１２月１日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１２月２日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

－206－



低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第６５０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処理要領の適用を受け 

るものである。 

 

令和７年１１月１１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）１８２号 

工事名 区画道路舗装工事（Ｒ７・１０－１号線 外）（余フ） 

工事場所 甲府市朝日一丁目地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

・区画道路１０－１号線 

  車道舗装工        Ａ＝１４０㎡ 

  排水構造物工（３００型） Ｌ＝１７ｍ 

  付帯工          １式 

・区画道路９－２９号線 

  車道舗装工        Ａ＝２４０㎡ 

  排水構造物工（３００型） Ｌ＝３８ｍ 

  付帯工          １式 

２ 工期 令和８年３月３０日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

工事開始日：令和７年１２月４日から令和８年 

２月２日までの間で受注者が選択する日 

４ 
予定価格 

（税込み） 
１９，２９４，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

６ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評価値（Ｐ）７００点以上 
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３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年１１月１１日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１１月１９日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１１月１１日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１１月１９日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１１月２６日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１１月１１日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１１月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１１月１１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１１月２７日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１２月３日 

午前９時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時  

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日  

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１２月１日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１２月２日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第６５１号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項及び第 

１６７条の１１第２項の規定に基づき、令和８年度に本市が発注する建設工事、設

計、測量又は調査等並びに製造の請負、物件の供給等についての契約に係わる入札

に参加する者に必要な資格を定めたので、その基本となるべき事項並びに入札に参

加する者の申請の時期及び方法について、同令第１６７条の５第２項及び第１６７

条の１１第３項の規定により、次のとおり公示する。 

令和７年１１月１１日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 入札参加者の資格及び審査の基本となるべき事項 

（１）建設工事、設計、測量又は調査等

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条、建築士法（昭和２５年法律

第２０２号）第２３条第１項、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条

第１項、地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８号）第２条第

１項、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）第２２条

第１項、建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１７号）第

２条第１項、補償コンサルタント登録規程（昭和５９年建設省告示第１３４１

号）第２条第１項及び土地家屋調査士法（昭和２５年法律第２２８号）第８条

に規定する許可又は登録を受け、地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該

当しない者、さらに建設工事については、雇用保険法（昭和４９年法律第 

１１６号）第７条の規定による被保険者となったことの届出、健康保険法（大

正１１年法律第７０号）第４８条の規定による被保険者の資格の取得の届出及

び厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による被保険

者の資格の取得の届出を行っている者（これらの届出に係る義務を有する場合

に限る。）とし、甲府市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱により、次に

掲げる事項について審査する。 

ア 客観的事項

申請する業種について、建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営事

項審査の総合評定値の通知を受けていること。 

イ 主観的事項

工事実績度、及び信用度等

（２）製造の請負、物件の供給等

地方自治法施行令第１６７条の４に該当しない者とし、次に掲げる事項につ

いて審査する。 

ア 客観的事項

（ア）業種別年間平均製造、販売高

（イ）従業員数
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（ウ）自己資本額 

（エ）営業年数 

（オ）機械類等の価額（製造のみ） 

イ 主観的事項 

業種ごとの製造、販売成績及び信用度等 

２ 入札に参加しようとする者の申請の時期及び方法は、次のとおりとする。 

（１）申請の時期 

令和７年１２月１日（月）～令和７年１２月１２日（金） 

※期間内の土・日曜日を除く 

※提出書類は、期間内必着 

（２）申請の方法 

  原則、次のいずれかの方法での申請とする。 

  ア 郵送 

   以下の申請書及びその他必要書類を総務部契約管財室契約課に郵送 

・建設工事：入札参加資格審査申請書（建設工事） 

・設計・測量又は調査等：入札参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタ 

ント等） 

・製造の請負、物件供給等：入札参加資格審査申請書（物品等） 

  イ 電子・郵送の併用 

   「やまなしくらしねっと」において申請し、必要書類を総務部契約管財室契

約課に郵送 

（３）申請書の様式 

申請書の様式は、本市の独自様式とする。ただし、建設工事、設計・測量又

は調査等の申請の一部様式については国土交通省が定めている統一様式を併

用できるものとし、製造の請負、物件供給等の申請については本市の独自様

式とする。 

（４）名簿未登載の取扱 

審査の結果、入札有資格者名簿に登載することができない場合は、令和８年

２月末日までに通知する。 

３ 登録の有効期間 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

なお、令和８年度入札有資格者名簿の登載予定者は、令和８年度長期継続契約

の対象者とする。 

４ その他 

申請についての詳細は、ホームページ上の「令和８年度入札参加資格審査申請

要領」を参照すること。 
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甲府市告示第６５２号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和７年１１月１２日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        交付要求通知書 市民発第２０４０２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課滞納整理係 
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甲府市告示第６５３号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加表明

書及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  令和７年１１月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

  県央ネットやまなし結婚支援事業企画運営業務 

２ 業務概要 

県央ネットやまなし（以下「圏域」という。）では、人口減少や少子化の一因

となっている未婚化や晩婚化が共通の課題であることから、結婚に対する機運を

醸成するため、若者の結婚を後押しする出会いや交流の場を創出するイベントや、

結婚・子育てなど自らの人生設計（ライフデザイン）について考えるセミナーを

開催することにより圏域内の婚姻数増加を図るものとする。 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

４ 参加資格要件 

このプロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たして

いるものとする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していないこと。 

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においてはその役員が暴力団員でないこと。 

⑶ 公告日から契約締結の日までの間に、本市による指名停止を受けている期間

が含まれていないこと。 

⑷ 本市の入札参加資格を有していない場合は、公告日から契約締結の日までの

間に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けている期間が含まれてい

ないこと。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てがな

されている者でないこと。（民事再生開始の決定を受けているものを除く。） 

⑹ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てがなさ

れていないこと。 

⑺ 法人格を有していて、圏域内に本社または営業所があること。 

⑻ 市税・国税の滞納がないこと。 

⑼ 本業務を遂行するために必要とされる業務経験を有する者を従事させること

ができること。 
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⑽ 令和２年度から令和６年度までに、国又は地方公共団体等が委託した類似業

務を履行した実績を、受託者として１件以上有していること。 

５ 手続き等 

 ⑴ 実施要領等の配布 

公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等を、本市ホームページ 

にて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

 ⑵ 提出方法等 

   参加表明書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポー 

ザル実施要領を参照すること。 

６ 連絡先 

  甲府市企画部財政経営室連携共創課 

  〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  電話：０５５－２３７－５３１９ 

  電子メール：ｋｏｕｍｒｅｋｅ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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甲府市告示第６５４号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。

令和７年１１月１３日

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 開発区域に含まれる地域の名称

甲府市和戸町字藤塚４９９番２及び４９９番４

以上２筆

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

笛吹市石和町唐柏１０７２番地１ 

いちのせハウスＢ棟１号室 

宮本 星 
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甲府市告示第６５５号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和７年１１月１８日までに、引き取る旨の連絡を次

の連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和７年１１月１４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市御岳町地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：柴犬 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：茶 

６ その他の特徴：成犬、首輪あり（茶色、革製）、マイクロチップなし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０ 
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                          甲府市告示第６５６号  
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和７年１１月１８日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
  
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

甲府市大里町字東耕地２４５７番１から２４５７番５まで 

以上５筆 

２ 公共施設の種類、位置 
公共施設の種類 道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 
３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   甲府市富竹一丁目９番１３号 

   株式会社クローバー 

代表取締役 丸山 奈津子 
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甲府市告示第６５７号

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。

令和７年１１月１８日

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 書類名  市県民税督促状

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり

３ 保管場所  甲府市市民部税務管理室収納推進課
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甲府市告示第６５８号

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。

令和７年１１月１８日

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 書類名  市県民税過誤納金還付通知書

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり

３ 保管場所  甲府市市民部税務管理室収納推進課
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                          甲府市告示第６５９号 
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和７年１１月１９日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
   甲府市七沢町字前河原５０２番１１、５０２番１２、５０２番４５、 

             ５０２番４６及び５０３番１０ 

以上５筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   甲府市七沢町５０２番地１２ 

   株式会社山梨テクニカルサービス 
代表取締役 吉田 安宏 
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甲府市告示第６６０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年１１月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号     第２１４８号 

⑵ 物件名   小学校給食用食器 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。 

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和７年１１月２０日（木）～ 令和７年１２月５日（金） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和７年１１月２０日（木）～ 令和７年１２月５日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和７年１２月１９日（金） 午後１時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 

－224－



甲府市告示第６６１号

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 

令和７年１１月２０日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 介護保険事業所番号 １９７０１０６０４１ 

２ 事業所の名称 ケアリッツ南甲府

３ 事業所の所在地 甲府市住吉五丁目２２番１４号

ヤマリンビル２０６

４ 当該事業所の申請者 東京都新宿区新宿四丁目１番６号

株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ

代表取締役 宮本 剛宏

５ サービスの種類 訪問介護

６ 指定年月日 令和７年１２月１日
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                         甲府市告示第６６２号  
 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 
 

令和７年１１月２０日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 書類名        令和７年度固定資産税・都市計画税第１期督促状 

令和７年度固定資産税・都市計画税第２期督促状 
令和７年度固定資産税償却資産第２期督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 
３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課 
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                          甲府市告示第６６３号  
 
 令和７年１２月甲府市議会定例会を令和７年１２月２日午後１時、甲府市丸の内

一丁目１８番１号甲府市議会議場に招集する。 
 
  令和７年１１月２１日 
                  
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第６６４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年１１月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（土木）９号 

工事名 

①農道改良工事（農道１９７５号線） 

②水路改修工事（Ｒ７－６） 

③（街路－１９）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市下帯那町地内（諏訪神社の北） 

工事概要 

１ 工事内容 

①農道改良工事 

  現場打ち水路       Ｌ＝０．５ｍ 

  自由勾配側溝（１８００×１１００） 

 Ｌ＝５．０ｍ 

  付帯工          １式 

②水路改修工事 

  施工延長         Ｌ＝１７ｍ 

   擁壁工（左岸）     Ｌ＝１７ｍ 

   擁壁工（右岸）     Ｌ＝１７ｍ 

   底版コンクリート工   Ｌ＝１６ｍ 

   落差工         Ｎ＝１箇所 

③配水管布設替工事 

  ＨＰＰＥ φ７５     Ｌ＝１０．０ｍ 

２ 工期 令和８年３月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１０，９４５，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
非適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 
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入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等又は道路工事等と配水管 

布設替工事等との合併工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

５００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年１１月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１２月３日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１１月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１２月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１２月９日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１１月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１２月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１１月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１２月１０日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１２月１５日 

午前９時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１２月１１日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１２月１２日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第６６５号

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

令和７年１１月２１日 

甲府市長 樋 口 雄 一

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１８７号 

工事名 橋梁補修工事（Ｒ７－６） 

工事場所 甲府市下積翠寺町地内

工事概要 

１ 工事内容 

橋梁補修工事 １橋 

鋼材塗装工 Ａ＝１０２㎡ 

断面修復工 Ｎ＝１橋 

支承補修工 １式 

排水管補修工 １式 

水切設置工  Ｌ＝３０ｍ 

背面舗装打換工 Ａ＝７㎡ 

２ 工期 令和８年６月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１９，５２５，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

橋梁工事等又は道路工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 入札説明書に記載 
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（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年１１月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１２月３日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１１月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１２月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１２月９日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１１月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１２月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１１月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１２月１０日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１２月１５日 

午前９時００分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１２月１１日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１２月１２日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第６６６号  
 
 甲府市任期付職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用

等に関する規則第９条の規定により公告する。 
 
  令和７年１１月２１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第６６７号  
 
 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関 
する規則第９条の規定により公告する。 
 
  令和７年１１月２１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第６６８号  
 
 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関 
する規則第９条の規定により公告する。 
 
  令和７年１１月２１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 

－236－



甲府市告示第６６９号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項に基づく指定地域密

着型サービス事業者及び甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定

等に関する要綱第３の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者と

して次の者を指定したので、同法第７８条の１１及び同要綱第１０の規定により公

示する。 

                                      

令和７年１１月２５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９９０１０１１５４ 

２ 事業所の名称      甲斐の郷 湯るり 

３ 事業所の所在地      甲府市大手一丁目４番４５号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市中央一丁目１２番９号 

株式会社甲斐商会 

代表取締役 若尾 美智子 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 
（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          令和７年１２月１日 
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甲府市告示第６７０号

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱第３の

規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者として次の者を指定した

ので、同要綱第１０の規定により公示する。 

令和７年１１月２５日 

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 介護保険事業所番号 １９Ａ０１０００９６ 

２ 事業所の名称 ほっとるーむｋ 

３ 事業所の所在地 甲府市国母二丁目８番２号

４ 当該事業所の申請者 ほっとるーむｋ株式会社

代表取締役 坂本 美恵

５ サービスの種類 介護予防・日常生活支援総合事業

（介護予防通所介護相当サービス）

６ 指定年月日 令和７年１２月１日
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甲府市告示第６７１号  

 

次の者から、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第 

１１５条の５第２項の規定に基づく廃止届を受理したので、同法第７８条及び第 

１１５条の１０の規定により公示する。 

                                      

令和７年１１月２５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９６０１９０３９３ 

２ 事業所の名称      アウル訪問看護ステーション山梨 

３ 事業所の所在地      甲府市丸の内二丁目３３番１１号 

４ 当該事業所の申請者      大阪府大阪市中央区上本町西 

一丁目１番１６号１２０２号室 

              株式会社ケアラボ 

              代表取締役 佐藤 国英 
５ サービスの種類      訪問看護 

              介護予防訪問看護 

６ 廃止年月日          令和７年１２月３１日 
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甲府市告示第６７２号 

 

国税徴収法第１０６条第２項の規定により、令和７年１１月１１日（告示第 

６０９号）に実施した公売にかかる公売財産の最高価申込者等を次のとおり決定し

公告する。 

 

令和７年１１月２５日 

 

               甲府市長 樋 口 雄 一 

売

却

区

分

番

号   

公 売 財 産 の 名 称  

所 在 ・ 性 質 及 び 数 量 

最高価申込価格  
次順位買受申込 

価格 

最高価申込者氏名 
次順位買受申込者

氏名 

 

４ 

 

（土地） 

１ 所  在 甲府市北口三丁目 

  地  番 ６８番１ 

地  目 宅地 

地  積 ７１．７４㎡ 

（建物） 

１ 所  在 甲府市北口三丁目 

６８番地１ 

家屋番号 ６８番１ 

種  類 事務所 

構    造  鉄筋コンクリート 

造陸屋根 

     ４階建 

床 面 積 １階４６．１３㎡ 

２階４７．７０㎡ 

３階４７．７０㎡ 

４階７．３７㎡ 

土 地 と 建 物 は 国 税 徴 収 法 第 

８９条第３項の規定に基づき一括換

価の方法により公売した。               

 以 上 

 

７，１６０，０００円 

（土地 

４，３６７，６００円 

建物 

２，７９２，４００

円） 

 

株式会社アイディーホ

ーム 

代表取締役 村松 裕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なし 
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最 高 価 申 込 者 等 の

決 定 年 月 日 

 

令和７年１１月１１日（火） 

最高価申込者に係る

売 却 決 定 日 時 

 

期日 

平成２０年１０月２９日

（水）午前１０時００分 

令和７年１２月２日（火） 午前１０時００分 

次順位買受申込者に係る 

売 却 決 定 日 時 
なし 

売 却 決 定 の 場 所 甲府市役所市民部収納推進課 
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甲府市告示第６７３号 

 

 下記森林について、森林経営管理法第４条第１項の規定により経営管理権集積計

画を定めたため、同法第７条第１項の規定により公告する。 

 なお、定めた経営管理権集積計画については、下記場所において縦覧に供する。 

 

  令和７年１１月２５日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一

  

１ 経営管理権集積計画の対象森林 

別紙一覧表のとおり 

２ 縦覧場所         

甲府市役所産業部農林振興室林政課 

甲府市のホームページ 

(リンク：ｈｔｔｐｓ：／／ 

ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｙａｍａｎａｓｈｉ．ｊｐ／ｓｈｉｎｒｉｎ／ 

ｋｅｉｅｉｋａｎｒｉｓｙｕｓｅｋｉｋｅｉｋａｋｕ．ｈｔｍｌ） 

３ 本公告により、甲府市に経営管理権が、森林所有者に経営管理受益権がそれぞ

れ設定される。 
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                                           甲府市告示第６７４号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加表明書

及び企画提案書の提出を招請する。 
 

令和７年１１月２６日 

                   

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

    令和７年度こうふはっこうマルシェ企画運営業務 

２ 業務概要 

  甲府市内には、日本ワイン発祥の地としてのワインをはじめ、甲州味噌、地ビ

ールなど、発酵食品が多く、発酵文化が根付いている。また、ジュエリー産業に

関してはドイツのイーダー・オーバーシュタイン市と並ぶ「世界二大宝石加工の

街」で、世界的にも珍しい宝飾の集積産地でありその出荷額は全国でもトップク

ラスである。 

これら素晴らしい文化をもつ本市の魅力を、市民はもとより全国に発信するた

め、はっこうマルシェを開催する。 

３ 履行期間 

履行期間は、契約締結日から令和８年３月３１日（火）までとする。 

４ 参加資格要件 

  本業務に参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている者とする。

ただし、共同企業体の場合は、構成員全てが甲府市の物品供給競争入札参加資

格の認定を受けているものとし、第１号の要件は代表者が満たすもの、第２号

から第６号の要件は代表者及び構成員が全て満たすもの、第７号の要件は代表

者または構成員のいずれかが満たすものとする。 

（１）甲府市内に本店又は営業所を有する者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律 

   第２２５号）に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てがな 

   されている者でないこと。 

（４）本業務に係る公募の日から契約締結日までの間に、甲府市建設工事等請負契

約に係る指名停止等措置要綱又は甲府市物品供給（入札等）制度要綱に基づ

く指名停止を受けている期間が含まれていないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

（６）市税の滞納がない者であること。 

（７）令和２年度から令和６年度までに、国又は地方公共団体等が発注した類似業
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務を履行した実績を、元請けとして１件以上有していること。 

５ 手続等 

（１）令和７年度こうふはっこうマルシェ企画運営業務公募型プロポーザル実施

要項（以下「公募型プロポーザル実施要項」という。）、令和６年度こう

ふはっこうマルシェ企画運営業務仕様書及び令和６年度こうふはっこうマ

ルシェ企画運営業務公募型プロポーザル方式企画提案書等作成要領等の関

係書類を本市ホームページにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

（２）参加表明書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポ

ーザル実施要項を参照すること。 

６ 連絡先 

甲府市産業部商工観光室商工課 

〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５６９４（直通） 

ＦＡＸ：０５５－２２７－８０６５ 

電子メール：ｓｙｏｕｋｏｕｓ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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                          甲府市告示第６７５号 
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和７年１１月２６日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
   甲府市大里町字中耕地３９７７番１、３９７８番１、３９８０番１、 

３９８０番２、４０４２番１、４０４２番３、４０４４番１及び 

４０４４番３ 

   以上８筆 

２ 公共施設の種類、位置 
公共施設の種類 道路 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 
３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   甲府市大里町４０５０番地 

小菅 三郎 
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甲府市告示第６７６号  
 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成  
１７年法律第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者か

ら次のとおり事業の廃止の届出があったので、同法第５１条第２号の規定により公

示する。 
 
  令和７年１１月２６日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     公益財団法人住吉偕成会 
２ 事業者の所在地  甲府市住吉四丁目１０番３２号 
３ 事業所名     公益財団法人住吉偕成会ハピアすみよし 
４ 事業所の所在地  甲府市住吉四丁目１１番５号 
５ 事業の種類    生活介護 
６ 指定事業所番号  １９１０１００９７１ 
７ 廃止年月日    令和７年１１月３０日 
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甲府市告示第６７７号  
 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成  
１７年法律第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者と

して次の者を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 
 
 
  令和７年１１月２６日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ 
２ 事業者の所在地  東京都新宿区新宿四丁目１番６号 
３ 事業所名     ケアリッツ南甲府 
４ 事業所の所在地  甲府市住吉五丁目２２番１４号ヤマリンビル２０６号室 
５ 事業の種類    居宅介護 
６ 主たる対象者   特定無し 
７ 指定事業所番号  １９１０１０４２８８ 
８ 指定年月日    令和７年１２月１日 
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                          甲府市告示第６７８号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和７年１１月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第６７９号 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。）第２条第

２項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物、これに付属する工作物

及び立木その他土地に定着する物について、その所有者又は管理者（以下「所有者

等」という。）を確知できないため、同法第２２条第１０項の規定に基づき、次の

とおり公告する。                           

 

  令和７年１１月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 建築物の所在等 

   所 在 地 甲府市青沼二丁目３０７番地 

   建築物１（主である建物） 

    家屋番号 ３０７番 

    種  類 居宅 

構  造 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

    延床面積 ６９．５３平方メートル 

   建築物２（附属建物） 

    符  号 １ 

    種  類 物置 

    構  造 コンクリートブロック造陸屋根平家建 

    延床面積 ４．５５平方メートル 

２ 所有者等が行うべき措置の内容 

  当該建築物の除却、敷地内残置物の撤去及び立木の伐採 

３ 措置の期限 

令和７年１２月１２日 

所有者等が期限までに２の措置を行わない場合は、市長又はその命じた者若し 

くは委任した者（以下「市長等」という。）が、当該措置を行い、措置に要した 

費用を所有者等から徴収する。 

４ 動産等の取扱い 

市長等が２の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている

動産等を撤去し、処分する。 

動産等について権利等を主張しようとする者は、３の期限までに運び出し、又

はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、５の問合せ先へ通知するこ

と。 

５ 問合せ先 

  甲府市まちづくり部まちづくり総室空き家対策課 

  電話  ０５５-２３７－５３５０ 
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甲府市告示第６８０号

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。

令和７年１１月２８日

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 入札対象業務

（１）入札番号 （業務委託）第９７５号

（２）業務名称 森林経営管理制度 森林整備事業業務委託（間伐）

（３）履行期間 契約締結日から令和８年３月２７日まで

（４）履行場所 仕様書等による

（５）業務内容 仕様書等による

（６）予定価格 公表しない

（７）最低制限価格 設けない

２ 入札参加資格

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満たす

者

（１）甲府市内に本店若しくは本社を有する者であること。

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。ま

た、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた日から

２年を経過していること。

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がな

されている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札

参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。

（７）市税の滞納がない者であること。

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等

（１）配付期間 令和７年１１月２８日（金）～令和７年１２月５日（金）

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。）

午前９時００分～午後５時００分
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令和７年１２月５日（金）については、午後３時００分まで

（２）配付場所 甲府市産業部産業総室総務課

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階

電話０５５－２３７－５６８７

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。

（４）申請書等の受付期間及び場所

ア 期間 令和７年１１月２８日（金）～令和７年１２月５日（金）

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。）

午前９時００分～午後５時００分

令和７年１２月５日（金）については、午後３時００分まで

イ 場所 甲府市産業部産業総室総務課

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階

電話０５５－２３７－５６８７

４ 入札・開札の日時及び場所

（１）日 時 令和７年１２月２２日（月） 午前１０時００分

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１（控室：入札室２）

甲府市丸の内一丁目１８番１号

ただし、入札場所等については変更する場合がある。

５ 入札方法

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／

１１０に相当する金額を入札書に記載すること。

６ 入札の無効

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において、「２ 入札参

加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。

７ 落札者の決定方法

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定めら

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。

８ その他

（１）入札保証金：免除

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国（公社、

公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上
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にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないことと

なるおそれがないと認められる場合は免除する。 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）仕様説明会は行わない。 
（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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農業委員会 
 

                      甲府市農業委員会告示第１１号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づく甲府市農業委員会１１

月定例総会を、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規定により、令和７年１１

月２７日午後２時００分に甲府市東公民館において開催し、付議すべき事項につい

て審議することを公告する。 

 

  令和７年１１月２０日 

                  

甲府市農業委員会会長 柿 嶋  敦 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定による農地中

間管理機構への要請について 

３ 甲府市農地利用最適化推進委員の募集案内について  

４ 甲府市農業委員会の委員の補充について 
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上下水道局 
                      

甲府市上下水道局告示第１３０号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和７年１１月１１日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００８８号 

工事名 （更新－１１）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市湯村三丁目地内（甲府市北部市民センターの西） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＨＰＰＥ φ１００     Ｌ＝２３８．０ｍ 

ＨＰＰＥ φ７５      Ｌ＝１３．５ｍ 

ＨＰＰＥ φ５０      Ｌ＝５．０ｍ 

仕切弁．ＰＥ φ１００    ２基 

仕切弁．ＰＥ φ７５     １基 

仕切弁．ＰＥ φ５０     １基 

消火栓 φ７５        ２基 

φ２００耐震補強継手設置   ３１箇所 

φ１５０耐震補強継手設置   ４箇所 

φ７５耐震補強継手設置    ４箇所 

φ１５０フランジ補強金具設置 １箇所 

φ７５フランジ補強金具設置  ７箇所 

臨給工            １式 

２ 工期 令和８年５月２９日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
７８，２１０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 
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５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

３，９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和７年１１月１１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和７年１１月１９日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１１月１１日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１１月１９日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１１月２６日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１１月１１日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１１月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１１月１１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１１月２７日 

10 入札日時 
令和７年１２月３日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和７年１２月８日 
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12 開札日時 
令和７年１２月１２日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 令和７年１２月１５日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１２月１日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１２月２日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和７年１２月１０日まで 

２ 回答 令和７年１２月１１日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和７年１２月１１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市上下水道局告示第１３１号

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事であり、かつ、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処

理要領の適用を受けるものである。 

令和７年１１月１１日 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１３００６３号 

工事名 下水道改良工事（地震対策Ｒ７－４）（余フ） 

工事場所 甲府市中央三丁目地内ほか

工事概要 

１ 工事内容 

マンホール耐震化対策工 Ｎ＝３箇所 

マンホール浮上抑制対策工 Ｎ＝３箇所 

路線延長 φ７００ Ｌ＝７３ｍ 

管きょ更生工 φ７００ Ｌ＝７１ｍ 

付帯工 １式 

２ 工期 令和８年８月１２日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

工事開始日：令和７年１２月１６日から令和８年 

２月１３日までの間で受注者が選択する日 

４ 
予定価格 

（税込み） 
９６，１６２，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

６ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 
公共施設等の土木工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 
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４，８００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和７年１１月１１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和７年１１月１９日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１１月１１日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１１月１９日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１１月２６日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１１月１１日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１１月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１１月１１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１１月２７日 

10 入札日時 
令和７年１２月３日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和７年１２月８日 

12 開札日時 
令和７年１２月１２日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和７年１２月１５日 

提出書類 １ 参加申請時 入札説明書に記載 

－258－



２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時  

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日  

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１２月１日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１２月２日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和７年１２月１０日まで 

２ 回答 令和７年１２月１１日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和７年１２月１１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                     甲府市上下水道局告示第１３２号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和７年１１月１１日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （電気）１１００７８号 

工事名 （そ－１６）昭和浄水場高圧受配電設備更新工事 

工事場所 昭和町西条１４１３番地（昭和浄水場） 

工事概要 

１ 工事内容 

高低圧受配電設備    １式 

動力・制御ケーブルほか １式 

仮設受配電設備     １式 

既設盤等の撤去工事   １式 

その他工事       １式 

２ 工期 令和１０年７月３１日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
８５２，５００，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 
１ 競争入札参加資格 

次の２者を構成員とする自主結成によ 

る特定建設工事共同企業体 

●代表構成員 

１．本店所在地指定なし 

２．「電気」評定値※８５９点以上 

３．特定建設業の許可 

●構成員 

１．給水区域内に本店を有する 

２．「電気」評定値※６７２点以上 

 

※直近の経営事項審査結果通知書の総 
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合評定値の数値 

２ 
同種工事施工実績 

（代表構成員） 

公共施設等の電気設備工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

４億２，６００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

３ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅱ） 

２ 加算点の満点 ３０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和７年１１月１１日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和７年１１月１９日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１１月１１日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１１月１９日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１１月２６日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１１月１１日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１１月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１１月１１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１１月２７日 

10 入札日時 
令和７年１２月３日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和７年１２月８日 

12 開札日時 
令和７年１２月１２日 

午前９時２０分 

13 落札者決定日 令和７年１２月１５日 
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提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ）
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１２月１日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１２月２日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和７年１２月１０日まで 

２ 回答 令和７年１２月１１日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和７年１２月１１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

年度支払限度額 

令和７年度 ３４１，０００，０００円 

令和８年度 １０２，３００，０００円 

令和９年度 ８１，８４０，０００円 

令和１０年度 残金 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

 

－263－



                     甲府市上下水道局告示第１３３号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和７年１１月２１日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（土木）８号 

工事名 
①下水道管布設工事（Ｒ７Ｃ－３） 

②Ｒ７道路改良工事（市道和田平東線） 

工事場所 甲府市城東三丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

①下水道管布設工事 

リブ付き硬質塩化ビニル管布設工（φ２００） 

              Ｌ＝３５．０ｍ 

リブ付き硬質塩化ビニル管布設工（φ２５０） 

              Ｌ＝５．４ｍ 

人孔設置工（１号）     ２箇所 

既設管・人孔撤去工     １式 

付帯工           １式 

②道路改良工事 

 自由勾配側溝工       Ｌ＝６ｍ 

 導水ブロック設置工     Ｌ＝１．６ｍ 

 舗装工           Ａ＝１１㎡ 

 区画線工          １式 

 構造物取壊し工       １式 

 付帯工           １式 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１０，８６８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 

①下水道管布設工事 

       適用 

②道路改良工事 

      非適用 
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５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

下水道管布設工事等又は下水道管布 

設工事等と道路工事等との合併工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

５００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年１１月２１日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１２月３日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１１月２１日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１２月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１２月９日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１１月２１日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１２月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１１月２１日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１２月１０日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１２月１５日 

午前９時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１２月１１日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１２月１２日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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任免辞令 

（市長事務部局） 

総務部 人事管理室  職員課    課長補佐  藤 原 直 樹 

退職を承認する 

以  上  発 令 日  令和 ７年１１月３０日 
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